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様式第３号（第７条関係） 

 

会 議 録 

 

１　附属機関の会議の名称 

第１回水戸市新荘市民センター運営審議会 

 

２　開催日時 

令和７年６月 20日（金） 午前 10時 30 分から午前 11 時 30 分まで 

 

３　開催場所 

水戸市新荘市民センター １階 小会議室 

 

４　出席した者の氏名 

(1) 委員 

　　森本　久夫・青山　道隆・松枝　道子・小網　靜子・田宮　圭太郎・関谷　隆徳 

(2) 執行機関 

水越　健一・小貫　雅子 

 

５　議題及び公開・非公開の別 

(1) 令和６年度事業報告について （公開） 

(2) 令和６年度利用状況報告について （公開） 

(3) 令和７年度運営方針及び重点目標について （公開） 

(4) 令和７年度事業計画について （公開） 

(5) 令和７年度定期講座開設状況について （公開） 

(6) その他 （公開） 

 

６　非公開の理由 

 

７　傍聴人の数 

０人 

 

８　会議資料の名称 

令和７年度第１回水戸市新荘市民センター運営審議会  
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執行機関　　ただいまより，令和７年度第１回水戸市新荘市民センター運営審議会を始め

させていただきます。なお，議事録作成に当たり，会議の内容を録音させていた

だくことを御了承願います。 

はじめに， 会長より御挨拶をお願いいたします。 

 

　　会長　　（挨拶） 

 

執行機関　　ありがとうございました。 

協議に入ります前に，本日は，６名の委員の出席をいただいており，水戸市市

民センター条例第 12条第２項の規定する委員定数の２分の１以上に達しており

ますので，当審議会が成立していることを御報告いたします。 

また，水戸市附属機関の公開に関する規程に基づき，会議録署名人を２名以上

置くこととされておりますので，議事録署名人を　　委員，　　委員のお二人に

お願いしたいと思いますが，いかがでしょうか。  

 

　　　　　　（異議なしの声） 

 

執行機関　　　　委員，　　委員，よろしくお願いいたします。 

それでは，これより本日の議題に入ります。議事進行につきましては，水戸市

市民センター条例第 12条第１項の規定により，会長に議長になっていただき，

議事進行をお願いいたします。 

 

　　議長　　それでは，議事に入りたいと思います。お手元の会議資料に基づき議事を進め

てまいりますので，各委員の皆様からの活発な御意見をお願いいたします。 

それでは，議題(1) 令和６年度事業報告及び(2) 令和６年度利用状況につい

て関連がありますので，一括して事務局より説明をお願いします。 

 

執行機関　　（資料１～４ページの説明） 

 

　　議長　　ただいま，事務局より議題(1) 及び(2) についての説明がありましたが，何

か御意見，御質問等ございましたら，御発言をいただきたいと思います。 

 

　　議長　　図書の利用なんかは増えていますね。 

　　　　　　これは，やはり小学校のお子さんの利用ですか。 
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執行機関　　そうですね。 

　　　　　　小学生もですが一般の方の利用も多くなっておりまして，多い方は一度に４，

５冊を借りていかれるような状況です。 

 

　　委員　　そうなんですね。 

 

執行機関　　多くの方が借りていかれるので，中央図書館にお願いして本の入れ替えも行

っているところです。 

　　　　　　今年度は５月に実用書の入れ替えを行っています。 

 

　　議長　　学校さんにも立派な図書室はあるのでしょうが，そことは，置いてあるものが

違ったりもするでしょうしね。 

　　　　　　児童さん達にも知っていただいてね。利用してもらえると良いですね。 

 

　　委員　　こどもたちがね，帰ってきてから，市民センターで勉強するんだよって，何人

かでグループ作ってやってるのですけど，そういうのは人数に出てこないんで

すよね。 

 

執行機関　　そのとおりです。 

　　　　　　部屋の利用や図書の貸し出し以外は人数として集計していません。 

　　　　　　ただし，こども政策課の施策でこどもスペースが，今年度から新荘市民センタ

ーでも開設される予定です。こどもスペースがはじまりますと，こども達が利用

する際には，名簿に名前や学年，緊急連絡先などを書いてもらうことになります

ので，人数を集計するようになると思います。 

　　　　　　現在は，主に新荘小学校の児童が放課後など利用しているのですが，特に名前

等を確認しておらず，何人くらい来ているなといった感じで，自由に利用しても

らっているところです。 

　　　　　　こどもスペースがはじまった時に，名前や学年などを書くというのが利用の

枷にならないか危惧しているところです。 

 

　　委員　　堅苦しい感じになってしまいますよね。 

　　　　　　せっかく，良いところ見つけたってこどもたち来ているのですけどね。 

 

　　議長　　夏場はクーリングシェルターで，家にいるより，こどもたちが友達同士で市民

センターのような場所に来るのもいいと思うんですよね。 
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　　　　　　（新荘）市民センターも指定されているんですよね。 

 

執行機関　　クーリングシェルターですね，はい，指定されております。 

 

　　委員　　こどもスペースはいつから，はじまるのですか。 

 

執行機関　　７月を予定されています。 

 

　　委員　　開設の案内などは広報と一緒に回覧などで地域に回るのでしょうか。 

 

執行機関　　そのあたりの説明がなく，こども政策課には，学校や地域へのちらし配布など

やってくれるのか質問しているところですが，返事がなく，市民センターでやら

なければいけないのか困っているところです。 

 

　　委員　　急に始まってね，来たら書いてくださいではちょっとね。 

　　　　　　周知してもらった方が良いですよ。 

 

執行機関　　そうですよね。 

　　　　　　今までどおりと思ってきたら，急に書いてって言われたらこどももかわいそ

うですし，低学年の子も来るので，急に，保護者の方の緊急連絡先をかけるのか

というところも心配しているところです。 

 

　　委員　　低学年の子はちょっと難しいかもしれないですね。 

 

　　委員　　役所がやることだから，そういったことが全部わからないとダメなんですよ

ね。うちの人も教員だったからわかるのですけど，こういう事があったんですよ。 

　　　　　　水墨画やっていてね，市の関係だったんですけど，その時，貧血で倒れたこと

があるんですよ。前からよくある事で本人もわかっていて，意識なくなるのもほ

んの２，３秒なんですけどね。 

　　　　　　それでも救急車呼ばれてしまって，大丈夫だって言ってもね，病院に連れて行

かれてね。 

　　　　　　そういった事があるとね，市民センターで，こども預かるとなると何かあった

らと考えると，ちゃんと知っておかないとダメって厳しくなっているんじゃな

いですか。 
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執行機関　　そうですね，厳しくしないといけないというのもあるとは思います。 

　　　　　　新荘の場合は，小学校も近いですから，どうしてもの時は，一緒に来ている子

から名前を聞いて，学校へ問い合わせるなどの対応も取れるとは思うのですが。 

 

　　委員　　去年だったかな，暑いときに市民センターに来ていたようなんですが，そう言

った人は書かなくて良いのね。 

 

執行機関　　はい，クーリングシェルター利用の方は書く必要はありません。 

 

　　議長　　その辺は小学校さんとも連携とってもらってやっていくのが良いですよ。 

 

　　委員　　小学校と繋がってますよね，市民センター。そうでもないの。 

 

執行機関　　そんなことないですよ。すぐ近くにあるわけですし。 

 

　　委員　　違う違う，水戸市全体としてはどうなんですか。 

 

執行機関　　水戸市全体としても，市民センターは基本的に小学校の近くにありますので

連携しております。 

 

　　委員　　そうですよね，近くにありますよね。 

 

執行機関　　大体，歩いて行ける範囲にありますかね。 

 

執行機関　　石川はちょっと遠いんですよね。 

　　　　　　イオン跡地の下の方にあるので。 

 

　　委員　　石川は遠いんだ。 

 

執行機関　　遠いところも２，３ありますかね。 

　　　　　　城東もちょっと遠いかな。 

 

　　委員　　センターの本はどうやって借りるんですか。 

　　　　　　図書館みたいなカードですか。　　　　 
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執行機関　　本を持ってきていただいて，窓口でノートに記載していただく形になってい

ます。 

 

　　委員　　簡単に借りられるんですね。 

 

執行機関　　はい。 

 

　　議長　　その他，何か御意見，御質問等はございませんか。 

ないようですので，次に議題(3) 令和 7年度運営方針及び重点目標について，

事務局より説明をお願いします。 

 

執行機関　　（資料５～７ページの説明） 

 

 

　　議長　　ただいま，事務局より議題(3) についての説明がありましたが，何か御意見，

御質問等ございましたら，御発言をいただきたいと思います。 

 

　　議長　　こうやって見ると，市民センターさん色々やっているんですよね。 

　　　　　　こう言った施設が地域にあるわけですから，皆さん，来てね，活用いただける

と良いですよね。 

 

　　委員　　防災のことなんですけど，私たちも消防の方とか行っていろんな研修とか受

けたりするんです。地域にもいろんな団体がありますよね。高齢者クラブが受け

たとか，耳に入ってはくるんですけど，全体としてどういった連携をしてやった

ら良いかというのが見えてこない。いざ，そういう事態になったときにね，地域

としてどういう体制で，助けていくというのかわからない。 

　　　　　　これはセンターの仕事ではないんですかね。新荘会とか。 

 

執行機関　　基本的には，新荘の場合は，新荘防災委員会さんが主体となってやっていく，

市民センターは，その支援とか協力をしていきますと言う形になります。 

　　　　　　新荘地区の防災マニュアルというものも作られていて，その中で，各団体の役

割，女性会は何とか，女性防火クラブさんはこういうことをやってくださいとい

うのが決まっています。 

 

　　委員　　周りには，こういうところに来られない高齢者も沢山いるんですよ。 
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　　　　　　そういう方を，どうするのか全体で，下準備というかそういうのをしておいた

方が良いんじゃないかと思うんです。 

　　　　　　これから，大雨とか地震とか自然災害とか頻繁に報道されているので，少しで

もそういう知識があれば，個人でもね，どうにか出来ることもあるんじゃないか

って思うんです。 

 

　　議長　　防災委員としてですけど，新荘地区の総会でも，ちょっとそういう話で出たん

ですけど，全体を一遍に行うのは，なかなか難しいと思うんです。 

　　　　　　新荘地区は高齢者が多い地域ですから，各町内である程度把握しないと無理

かなって話になったんですよ。 

 

　　委員　　町内もずいぶんありますよね。何町内でしたか。 

 

執行機関　　68町内です。 

 

　　議長　　各町内で集まってまず話し合って，その結果を防災委員がまとめてって言う

形じゃないと難しいと思うんです。まずは，底辺っていうかね，そういうところ

からやっていかないと。 

 

　　委員　　よろしくお願いします。 

 

　　議長　　前の震災の時には，電気がないことと食べ物がないことに困った。 

　　　　　　スマホの充電が出来なくて，連絡が出来なくてね。食べ物も夜中の 12 時過ぎ

まで届かなかったりね。 

　　　　　　初めてのことだったから，色々わからなかったりしてね。 

　　　　　　その後，水戸市でも色々準備を進めて，防災倉庫を用意したり，新荘地区も毎

年予算があるのでね，備蓄品を買ったりしているんですが，まずはね，そういう

ことを町内会長に知ってもらう。その上で，最低限の町内の高齢者とか把握をし

てもらって，万が一の時には，そういったところに会長なり，役員に声かけでき

るとか，そう言ったお話し合いも必要かなと思います。 

 

　　委員　　今の時期だからね。 

 

　　議長　　７月に大地震があるって言う予言もね。無いと思うんだけど万が一って事も

あるからね。 
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　　委員　　避難場所についてですが。 

　　　　　　第一が市民センターで，第二が小学校という順番ですか。 

 

執行機関　　基本的には，市民センターが最初に避難所として開設されます。 

　　　　　　その上で，避難者が多いとか何かの事情で市民センターが使えないと小学校

などが開設されます。 

　　　　　　先の東日本大震災のような大規模災害時には，順番関係なく，一斉に開設，他

にも，民間の協力企業や福祉施設等にも依頼して，避難受け入れをしていただく

形になります。 

 

　　委員　　開設するときの連絡は，市民センターがいっぱいだから学校もってセンター

から来るわけではないですよね。教育委員会から来るんですよね。 

 

執行機関　　学校が開設になるような場合は，市の方で警戒対策本部なり災害対策本部な

りが立ち上がっていると思いますので，そこから教育委員会に指示が出て，教育

委員会から校長先生なり，教頭先生なりへ御連絡が行くような形になると思い

ます。 

 

　　委員　　わかりました。ありがとうございます。 

 

　　議長　　その他，何か御意見，御質問等はございませんか。  

ないようですので，次に議題(4) 令和 7年度事業計画について，事務局より説

明をお願いします。 

 

執行機関　　（８ページの説明） 

 

　　議長　　ただいま，事務局より議題(4) についての説明がありましたが，何か御意見，

御質問等ございましたら，御発言をいただきたいと思います。 

 

　　委員　　子育て広場を行っているのですが，来てくれる人数が少なくて，せっかく行っ

ているのにもったいないと思っています。 

　　　　　　 

執行機関　　市民センターのホームページも出来まして，そちらでもＰＲもしているとこ

です。 
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　　　　　　共働きも増え，０才児から保育園なりに預けられているという家庭も増えて

いることもあり，平日の昼間に親子で，というところも難しくなってきているの

かもしれません。 

　　　　　　市民センターとしても課題だと感じていますが，地道にＰＲする以外に有効

な手がないという状況にあります。 

 

　　委員　　ほかの市民センターでも同じような感じなのでしょうか。 

 

執行機関　　市民センターの立地などによって，違いはありますが，参加者が少ない市民セ

ンターが多いように感じています。 

　　　　　　クリスマス会やハロウィンなどのイベントを開催するときは多くの参加者が

あるのですが。 

 

　　委員　　市民センター主催の音楽あそび教室の参加はどうですか。 

 

執行機関　　本年度の１・２才児の音楽あそび教室は，定期講座の方で開講しています。 

こちらは 15組，集まってくれました。 

申し込んだ方の参加率は高いものとなっています。会費があることも影響し

ているかもしれません。 

 

　　委員　　そうですか。こども広場は無料ですし，自由に来られますからね。 

 

　　議長　　その他，何か御意見，御質問等はございませんか。 

ないようですので，次に，議題(5) 令和 7年度定期講座開設状況について，事

務局より説明をお願いします。 

 

執行機関　　（９ページの説明） 

　　　　　　 

　　議長　　ただいま，事務局より議題(5) についての説明がありましたが，何か御意見，

御質問等ございましたら，御発言をいただきたいと思います。 

 

　　議長　　その他，何か御意見，御質問等はございませんか。  

御意見，御質問等ございましたら，御発言をいただきたいと思います。 

ないようですので，次に，議題(6) その他について，何かありますか。 
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　　議長　　何か御質問，御意見等がございませんか。 

 

　　委員　　新荘小学校にある学校のシンボルにもなっているムクロジの木。 

　　　　　　この実がですね，大量になるんです。 

　　　　　　こどもたちが拾い集めてくれるのですが，これを何か有効に活用できないか

と思っています。 

　　　　　　せっかくこどもが集めたので，出来れば販売して，そのお金を，こども達のた

めに使える。こどもたちが欲しいものを買えるように出来ればと思っています。 

　　　　　　何か良いアイディアや引取先があれば，教えていただきたい。 

 

　　委員　　穴を開けて，こどもたちがアクセサリーを作って，地区のお祭りなどで販売す

るのはどうでしょうか。 

 

　　委員　　それはですね，既にやっていまして，　　委員にお願いして，ムクロジの実に

穴を開けていただいて，そこに紐をとおして作ったものを，かえで祭りで販売し

ているのです。 

　　　　　　地区のお祭りで売ってしまうと，かえで祭りで売れなくなってしまうので，何

か他のものが良いのですが。 

 

　　委員　　なかなか難しいね。 

　　　　　　羽根つきの羽根の先に使ってはいるんだろうけど，それほど需要もないだろ

うしね。 

 

　　委員　　学校でも外部講師の方にお願いして，こどもたちが作ったことがあります。 

　　　　　　良い利用方法を，何か思いついたら，教えていただければと思います。 

　　　　　　こどもたちのためにもよろしくお願いします。 

 

　　議長　　ほかに何か御質問，御意見等がございますか。 

意見等がないようですので，以上で，本日の議題についての審議は終わりにい

たします。 

 

執行機関　　長時間にわたり，慎重な御審議ありがとうございました。本日の皆様方の貴重

な御意見を参考にし，今後，市民センター事業を展開してまいりますので，よろ

しくお願いいたします。 

　　　　　　なお，令和 7年度第２回の運営審議会を令和８年２月頃に予定しております
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ので，御承知おき願います。 

以上をもちまして，令和 7 年度第１回水戸市新荘市民センター運営審議会を

閉会いたします。ありがとうございました。 


